
バスの運転者を巡る現状について 

平成２５年１２月２０日 

自動車局 

資 料  ４ 



年度 

事業者数（者） 
営業収入（１０億円） 
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乗合バスの輸送人員・営業収入・事業者数の推移 

※営業収入及び輸送人員は、各年度の全事業者による数値。 
 ただし、平成18年度以降においては、平成18年10月に施行された 
 改正道路運送法に伴い、乗合バス事業者とみなされた者を除く。 

１．事業者数 
  平成１８年１０月の改正道路運送法の施行後、コミュニティバスへの新規参入や分社化の影響等により増加傾向。 
２．輸送人員・営業収入 
  年々減少傾向。三大都市圏については、下げ止まりつつあるものの、地方部の減少が著しい。 
３．収支率（保有車両３０両以上の事業者） 
  平成２４年度の経常収支率については、三大都市圏が９９．５％（黒字事業者の割合：６２．７％）、 
  地方部が８８．３％（黒字事業者の割合：１２．８％）、全国で９４．８％ （黒字事業者の割合：２９．０％）。 

【乗合バス】 事業者数１，９９２者、従業員１０．３万人 

事業規模(事業者数：H25.3現在、従業員：H23.3現在) 

営業収入 

輸送人員 

事業者数 

輸送人員（百万人） 

乗合バス事業の現状について 
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年度別経常収支率の推移（三大都市圏・その他地域） 
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※保有車両３０両以上の事業者を対象 

乗合バス事業の民営・公営別の経常収支率の推移 
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黒字系統 

赤字系統 

全系統 

公的補助あり 

系統数 

約38,000系統 

約10,000系統 

（約26.3％） 

地バス補助 約1,600系統 

（約4.2％） 

約28,000系統 

（約73.7％） 

廃止路線キロ 

１８年度 ２，９９９㎞ 

１９年度 １，８３２㎞ 

２０年度 １，９１１㎞ 

２１年度 １，８５６㎞ 

２２年度 １，７２０㎞ 

２３年度   ８４２㎞ 

２４年度   ９０２㎞ 

計 １２，０６２㎞ 

平成１１年以降の法的整理等の事例 

   

○東陽バス㈱ ○那覇交通㈱ 

○北都交通㈱ ○富士交通㈱ 

○琉球バス㈱ ○茨城交通㈱ 

○岩手県北自動車㈱ 

民事再生法 

会社更生法 

○京都交通㈱ ○水間鉄道㈱ 

○福島交通㈱ 

その他 

○大分バス㈱（私的整理） 
○常磐交通自動車㈱（特別清算） 
○中国バス㈱（私的整理） 
○会津乗合自動車㈱（企業再生支援機構） 
○井笠鉄道㈱（破産） 

産業活力再生特別措置法関係 

産業再生機構支援 

○九州産業交通㈱  ○関東自動車㈱ 

○宮崎交通㈱ 

○北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道バス㈱） 
○箱根登山鉄道㈱ 

○いわさきコーポレーション 

○立山黒部貫光㈱ 

○国際興業㈱ 

○㈱日立電鉄バス他４社 

○アルピコグループ松本電鉄他３社 

乗合バスの路線廃止状況 
（高速バスを除く、代替・変更がない完全廃止のもの） 

 輸送人員が減少を続ける中で、乗合バス事業者が運行する3/4の系統が赤字系統であり、事業者全体 

 としても3/4が赤字事業者となっている。 

 これに伴い、乗合バスの路線廃止が続いているほか、乗合バス事業者の経営破綻も各地で起きている。 

黒字事業者 

27.3% 

赤字事業者 

72.7% 

乗合バス事業者の収支状況（平成２４年度） 

厳しい経営状況にある地方バス事業者の状況 
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 輸送人員の減少による収入減を、人件費削減によりカバーしてきた結果、
民間のバス事業従事者の年収は全産業男子平均を大きく下回っている。 
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平成１２年３月末 

 事業者数：  ２，３３６社 

 車両数 ： ３７，６６１両 

 輸送人員： ２５，１６１万人 

 実働日車当たり営業収入： 

       ８０，５１９円 

平成２４年３月末 

 事業者数：  ４，５３３社 

 車両数 ： ４７，６９３両 

 輸送人員： ２９，６０５万人 

 実働日車当たり営業収入： 

       ６２，１２９円 

○平成１２年２月１日 乗合バス事業、タクシー事業に先行して規制緩和を実施。 
 【事業参入】免許制→許可制 【運 賃】認可制→事前届出制 
○規制緩和以降、貸切バス事業者数は約１．９倍に増加したものの、車両数は約１．３倍、輸送人員は約１．２倍の増加に留
まっている。実働日車当たり営業収入は約０．８倍と減少している。 

○平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受け、「バス事業のあり方検討会」において検討された結果を踏ま
えて国土交通省が策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、安全性向上のための取り組みを迅速かつ
着実に実施することにより、事故の再発防止と高速バス及び貸切バスへの信頼の回復を図っていく。 
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貸切バス事業の現状について 
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高速・貸切バスの交替運転者の配置基準 

改善基準告示（従来からの規定） 

配置基準（平成２５年８月全面適用） 
＜新高速乗合バス・貸切バス対象＞ 

ワ
ン
マ
ン
運
行
の
上
限 

昼
間 

○ 距離：実車距離は原則５００kmまで  

○ 時間：運転時間は原則９時間まで  

夜
間 

○ 距離：実車距離は原則４００kmまで （※） 

○ 時間：運転時間は原則９時間まで 

○ 連続乗務：連続４夜まで 
  ＊ただし、４００km超は連続２夜まで 

○ 乗務距離による交替運転者の配

置指針 （平成２０年６月策定） 

  ＜貸切バス対象＞ 

 ⇒ 発注者（旅行業者等）が把握しや

すいよう、改善基準告示で定められ

た運転時間の上限（２日平均９時

間）に相当する乗務距離の上限６７０

ｋｍとする指針の策定 

   
※ 夜間高速ツアーバスについては平成２４年７月から、 
夜間貸切バスについては平成２４年１２月から先行実施 

高
速
ツ
ア
ー
バ
ス 

事
故
を
受
け
た 

基
準
の
見
直
し 

改善基準告示 ＜バス、タクシー、トラック対象＞ 

ワ
ン
マ
ン
・

ツ
ー
マ
ン
運
行

共
通
の
基
準 

○ 拘束時間：原則、１日１３時間まで （１６時間まで延長可能。ただし１５時間以上は週に２回まで） 

○ 休息時間：１日継続８時間以上 

○ 運転時間：２日を平均して１日９時間まで       

○ 連続運転時間：４時間毎に３０分以上の休憩を確保 （１回につき１０分以上で分割可能） 

改善基準告示に追加して、高速・貸切バスに
ついて交替運転者の配置基準を策定 

※ 平成２５年８月の交替運転者の配置
基準全面適用を受けて廃止 

交替運転者の配置基準について 

７ 



３月１月 

 
 
 
 
 
 

貸切バス事業者をめぐる構造問題 

○ 規制緩和により事業者数・車両数は大幅増加したが、需要増は
限定的 

 → 価格競争の激化、事業者収入の低下 
 → 安全管理や法令遵守意識の低下、過労運転の常態化 
 → 届出とは異なる運賃・料金収受の取引の広がり 
 → 口頭による発注・取引の慣行化 

○ 許可審査や監査による事業者のチェックが不十分 

高速ツアーバス事故を受けたバス事業の安全対策の強化 
       平成24年4月29日午前4時40分頃、関越道において高速ツアーバス※が乗客45名

を乗せて走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷。 
  ※ 高速ツアーバス：旅行業者が貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。 

事故概要 

「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題 

○ 事業実施主体は旅行会社であり、そのサービスは旅行
商品という位置づけ 

 → 利用者に対する安全性確保や利用者保護の責任が曖
昧なことが最大の問題点 

 → バス停留所等の設置義務を負わないため、違法駐停
車や周辺環境への悪影響等の問題 

 → 夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化 

事
故
発
生 

 利用者 旅行業者 貸 切 バ ス 事 業 者 

企画旅行契約 貸切運送契約 
（株）ハーヴェスト 
ホールディングス 

（有）陸援隊 

構
造
的
な
問
題
点 

高速バス 

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」 （平成２５年４月２日策定） 

課

題

と

対

策 

貸切バス 

参入時及び参入後の
安全性チェック 

全ての事業者での 

安全優先経営の徹底 

ビジネス環境の 

適正化・改善 

新高速乗合バスへの 

移行・一本化 

事
故
の
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発
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止
、
バ
ス
へ
の
信
頼
の
回
復 

（

各

種

取

組

み

の

検

証

） 

移行（７月末完了） 
（８月以降は高速ツアーバスの 

運行を認めない） 

中小事業者においても、経営トップの関与の下、組織
が一体となった安全管理・運行管理体制を構築 

委託者・受託者が一体となった
安全運行の徹底・確認 

許可審査の厳格化等を通じ不良事業者の参入を防止。 

また、法令遵守状況の点検、悪質事業者への集中的な監査・厳格な
処分の実施により、市場を適正化 

４月 

４月 

３月 

８月 ８月 

有識者・バス事業者等の参加する中央及び地方の会議でフォローアップ 

２５年度 

４月 

企画旅行契約 貸切運送契約 

長
距
離
運
行
バ
ス
に
係
る
交
替
運
転
者
の
配
置 

基
準
の
導
入
に
よ
る
過
労
運
転
の
防
止 

１月 

確認結果に基づく制度の改正 

６月 

２６年度 
４月 

１０月 

新規・既存事業者への周知徹底 

中小事業者への指導・運行管理体制の確立 

新運賃・料金制度への移行と旅行業者等を含めた周知 
安全コストを反映したわかりやすい新運賃・料金
制度の導入と、新制度に基づく書面取引の徹底 

８ 



新高速乗合バスへの移行・一本化 

高速乗合バス事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、他の高速乗合バス事業者に運行委託できる「管理の受委託制度」について、
必要な安全確保措置を講じた上で、貸切バス事業者に対して委託できる類型を追加。 

  

安 全 面 の 要 件 を 厳 格 化 

○ 実施主体が旅行業者であり、そのサービスは旅行商品という位置づけ 

 → 利用者に対する安全性確保や利用者保護の責任が曖昧なことが最大の問題点 

 → バス停留所等の設置義務を負わないため、違法駐停車や周辺環境への悪影響
等の問題 

 → 夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化 

「 高 速 ツ ア ー バ ス 」 の 業 態 構 造 に 起 因 し た 問 題 平成２５年７月末までに 

新高速乗合バスへの移行・一本化を完了 
 

※平成２５年８月からは 

高速ツアーバスの運行は認めない 

９ 



２２８者 

５８者 ５１者 
（分社した８者を含む） 

企画旅行会社 

運行を行う 

貸切バス事業者 

新高速乗合バス 

へ移行した事業者 
３０者 

運行のみを受託する   

貸切バス事業者 

移  行  前 

（平成２４年９月） 
移  行  後 

（平成２５年８月以降） 

※平成２５年９月３０日現在 

新高速乗合バスへの移行一本化前後の事業者数、運行便数の比較 

  平成24年8月 平成25年8月 

高速ツアーバス 高速乗合バス 
新高速乗合バス 

高速乗合バス 
（移行事業者） 

東京～ 
166便 125便 165便（▲0.6%） 140便（+12.0％） 

大阪間 

合計 291便 305便（+4.8％） 

東京～ 
56便 31便 36便（▲35.7％） 52便（+67.7％） 

仙台間 

合計 88便 88便（±0％） 

事業者数 

運行便数 

○  移 行 ・ 一 本 化 に よ り 、 新 高 速 乗 合 バ ス の 厳 格 な 安 全 要 件 を 満 た し た 事 業 者 が 参 入 。  
○  事 業 者 数 は 減 少 し た も の の 、 既 存 高 速 乗 合 バ ス 事 業 者 の 増 便 等 に よ り 、 主 要 路 線 に お け る 必 要 な  
  輸 送 力 は 確 保 。   

 

※便数は、８月ピーク時の１日平均の供給便数であり、端数は四捨五入している。 10 



労働人口の推移（業種、年齢、地域別） 
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1,059  1,062  1,057  1,042  

169  

161  159  157  155  155  164  165  163  162  163  

6,330  6,316  6,329  6,356  6,389  6,427  6,409  6,314  6,298  6,289  6,270  

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

1,400  

0  

1,000  

2,000  

3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

建設業 製造業 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 総数 （万人） 

主な業種別就業者数の推移 
（万人） 

（万人） 

年齢別就業者数の推移 地域別就業者数の推移 

出典：総務省統計局「労働力調査」 

総数 
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労働時間の推移（業種、企業規模別） 

149.3 
144.4 146.2 145.6 

147.1  

171.6 
169.0 

170.7 170.2 171.6  

163.6 
154.1 

161.5 
161.0 

163.5  
162.7 159.0 161.2 

164.8  

176.2 
172.8 174.5 174.8 174.2  

140.3 
137.6 138.7 137.6 138.9  

152.0 
151.1 

151.7 151.7 152.3  

130.0 

140.0 

150.0 

160.0 

170.0 

180.0 

190.0 

200.0 

H20 H21 H22 H23 H24 

調査産業平均 建設業 製造業 情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業 金融業，保険業 

月
間
総
実
労
働
時
間 

157.4  

149.6  

153.6  
152.6  153.0  

154.2  

149.8  
151.7  

151.1  

152.6  

150.5  

144.5  

146.9  146.1  

148.1  

144.3  

140.1  
141.0  140.7  

141.7  

130.0  

135.0  

140.0  

145.0  

150.0  

155.0  

160.0  

H20 H21 H22 H23 H24 

月
間
総
実
労
働
時
間
 

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人 （時間） 

主な業種別労働時間の推移 

企業規模別労働時間の推移 

（時間） 

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」 12 



所得の推移（業種、年齢別） 

4,296  
4,059  4,120  4,090  4,080  

4,436 
4,331 

4,406 4,409 4,308 

4,950 

4,443 
4,593 4,615 4,724 

6,159 

5,666 5,638 5,699 5,720 

4,296  
4,126  4,056  4,132  4,211  

3,784  
3,528  3,619  3,580  3,562  

6,486  
6,253  5,889  5,767  

6,104  

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

H20 H21 H22 H23 H24 

全産業 建設業 製造業 情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業 金融業，保険業 

年
間
平
均
給
与
額 

3,191 3,135 3,105 3,074 3,052 3,064 3,070 3,029 2,921 3,021 3,004 2,982 

4,534 
4,471 4,397 4,356 4,341 4,342 4,372 

4,237 
4,013 4,094 4,070 4,050 

5,129 
5,058 5,035 5,012 4,997 5,018 5,060 5,023 

4,720 4,728 4,705 4,667 

5,332 5,220 5,168 5,055 5,011 4,957 4,983 4,920 
4,676 4,752 4,772 4,801 

4,066 
3,996 3,952 3,941 

3,817 3,701 3,698 3,690 
3,474 3,504 3,371 3,299 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 

年
間
平
均
給
与
額 

（千円） 

主な業種別年間平均給与額の推移 

年齢別年間平均給与額の推移 

（千円） 

出典：国税庁「民間給与実態統計調査」 （注）従業員１人の事業所から調査対象に含む。男女合計。 

 

（注）従業員１人の事業所から調査対象に含む。男女合計。 
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バス事業の運転者数の推移 

49,194 51,027 51,141 49,640 46,409 
50,441 50,955 51,814 53,099 55,438 

63,506 63,127 64,329 64,561 63,420 64,957 65,095 68,727 
62,718 

70,027 

112,700 114,154 115,470 114,201 
109,829 

115,398 116,050 
120,541 

115,817 
125,465 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 

三大都市圏 その他 合計 

【 乗 合 バ ス 事 業 】 

（単位：人） 

37,106 37,754 37,068 36,007 37,321 36,048 36,728 37,863 36,329 37,742 

37,777 36,966 36,858 36,296 35,512 36,930 37,432 
40,355 38,315 

42,331 

74,883 74,720 73,926 72,303 72,833 72,978 74,160 
78,218 

74,644 

80,073 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

三大都市圏 その他 合計 

（単位：人） 

【 バ ス 事 業 全 体 】 

【 貸 切 バ ス 事 業 】 （単位：人） 

12,088 13,273 14,073 13,633 

9,088 

14,393 14,227 13,951 
16,770 17,696 

25,729 26,161 27,471 28,265 27,908 28,027 27,663 28,372 

24,403 
27,696 

37,817 
39,434 

41,544 41,898 

36,996 

42,420 41,890 42,323 41,173 

45,392 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

50,000 

三大都市圏 その他 合計 14 



出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

46.1 
45.6 

46 

44.7 

45.4 

46.2 
46.5 

46.8 

47.9 

46.6 

47.4 

48.5 

40.9 41.1 41.2 41.3 
41.6 41.8 41.9 41.7 

42 42.1 42.3 42.5 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

平均年齢（バス） 平均年齢（全産業） 

（歳） 

営業用バス運転手と全産業労働者（男子）の平均年齢の推移 
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年齢別運転者数の推移 

 「運転者不足への対応と課題等について」（平成２４年３月  日本バス協会とりまとめ）におけるアンケート１１９社集計結果
によると、３０歳代以下の若年層が減少（－６．３％）する一方、６０歳以上の高年齢層が増加（＋２．５％）。また、地方部では
嘱託運転者が増加。 

   １７年度  ２２年度 

 119社 
合計 

    

うち 
小規模 
都市 

（人口20万
人未満） 

 
49社の計 

    

20代 

2.2% 

30代 

16.1% 

40代 

30.7% 
50代 

31.7% 

60以

上 

19.3% 

20代 

3.2% 

30代 

17.2% 

40代 

29.2% 

50代 

36.3% 

60以

上 

14.2% 

20代 

4.9% 

30代 

25.9% 

40代 

31.1% 

50代 

28.0% 

60以

上 

10.1% 

20代 

3.0% 

30代 

21.5% 

40代 

36.7% 

50代 

26.2% 

60以

上 

12.6% 

34,415人 

（うち嘱託 3,050人、8.9%） 

5,281人 

（うち嘱託 683人、12.9%） 

34,486人 

（うち嘱託 3,789人、11.0%） 

5,078人 

（うち嘱託 871人、17.2%） 

20・30代 

30.8% 

20・30代 

24.5% 

人口２０万人未満の
小規模都市では、 

○運転者数が減少し
ているにもかかわら
ず、短時間労働の嘱
託運転者の割合が
４．３ポイント増加し
ている。 

○また、６０歳以上の
高年齢層の割合が
５．１ポイント増加し、
一層の高齢化が進
んでいる。 

 

運転者総数はほぼ
横這いとなっている
中、３０歳代以下の
若年層の割合が６．
３ポイント減少してい
るのに対し、６０歳以
上の高年齢層の割
合が２．５ポイント増
加し、高齢化が進ん
でいる。 
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乗合バス事業の運転者（男子）の労働時間の推移 

2,556  

2,520  2,508  

2,448  

2,484  2,484  2,496  2,496  
2,472  

2,508  
2,484  

2,544  

2,196  
2,172  2,184  2,196  2,184  

2,220  2,208  2,196  

2,136  

2,172  2,184  2,184  

1,900  

2,000  

2,100  

2,200  

2,300  

2,400  

2,500  

2,600  

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

労働時間（バス） 労働時間（全産業） 

（時間） 

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 
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乗合バス事業の運転者（男子）の所得の推移 

542 
527 

509 

453 446 452 

421 
443 

420 429 437 432 

556 555 548 543 552 555 554 550 
530 523 527 530 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

年間所得額（バス） 年間所得額（全産業） 

（万円） 

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

（注）企業規模１０人以上。男性。 
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大型二種免許保有者数の推移 

751 731 721 715 702 687 672 655 642 632 619 598 

441 454 454 453 
449 

448 451 
451 

447 
436 

427 
428 

1,192  1,185  1,175  1,168  
1,151  

1,135  1,123  
1,106  

1,089  
1,068  

1,046  
1,026  

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

２０～６４歳 ６５歳以上 

千人 

年齢別保有者数の推移（65歳未満・以上） 地域別保有者数の推移（三大都市圏・その他地域） 

740  737  733  730  722  713  707  697  687  675  662  650  

452  448  442  438  429  422  416  409  402  
393  

384  
376  

1,192  1,185  1,175  1,168  
1,151  

1,135  1,123  
1,106  

1,089  
1,068  

1,046  
1,026  

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

その他地域 三大都市圏 

千人 

出典：警察庁「運転免許統計」 19 



「バス産業勉強会報告書（平成２１年４月）」における運転者の要員確保に係る分析 

 バス事業者２５２社へのアンケート結果によると、現在及び将来にわたって要員確保が困難な事業者が、三大都市圏：
７２％、政令指定都市：６７％、地方部では６１％に上っており、その対応策として、常時採用募集、大型二種免許養成制
度、地域外からの採用、定年退職者の雇用延長（嘱託採用）などを実施。 

概  要 

平均年収 平均年齢 

正社員 
運転者 

三 大 都 市 圏 5,819千円 43.9歳 

政令指定都市等 5,039千円 45.2歳 

地 方 部 3,885千円 45.1歳 

小 計 4,992千円 44.5歳 

嘱託 
再雇用 
運転者 
（※） 

三 大 都 市 圏 3,046千円 48.3歳 

政令指定都市等 2,849千円 55.8歳 

地 方 部 2,332千円 54.7歳 

小 計 2,691千円 52.2歳 

現在困難であ
り、将来も困
難が予想され
る。 

現在困難で
はないが、将
来は困難が
予想される。 

現在困難 
ではない 

要員確保が困難である要因と 
今後の対応策 

三大 
都市圏 

72.3% 1.5% 26.2% 

要因 
運転職にあこがれ入社しても現実が厳しく
途中退職する者が多いため。（定着率が低
い） 
他業種に高い求人状況が続いているため。 

対応策 
常時採用募集（新聞・ハローワーク等活用） 
大型２種免許養成制度 
地方での採用 
定年退職者の雇用延長（嘱託採用） 

政令指定 
都市等 

66.7% 16.7% 16.6% 

対応策 
常時採用募集（新聞・ハローワーク等活用） 
大型２種免許養成制度 
地方での採用 
定年退職者の雇用延長（嘱託採用） 

地方部 61.1% 6.3% 32.6% 

要因 
コスト削減のための人件費削減が影響して
いる。 
大型２種免許保有者が減少している。 

対応策 
常時採用募集（新聞・ハローワーク等活用） 
大型２種免許養成制度 
定年退職者の雇用延長（嘱託採用） 
社員寮を完備し県外から採用 

運転者、整備部門の要因確保について 

※嘱託再雇用運転者については、正社員登用目的の嘱託も定年退職後の再雇
用嘱託についても全てこの項目に計上している。  

バス運転者の平均年収及び平均年齢について 
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